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 【開会=午前９時５６分】 

 

ただいまから産業建設委員会を開会いたします。 

本委員会に付託されました議案については、お手元に配付

した通りであります。既に説明が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。その前に委員長からお願いしておきま

す。委員及び執行部におかれましては、簡潔明瞭な質疑、答

弁をお願いします。また、執行部におかれましては、発言す

る前には挙手、職名を発言の上、委員長の許可を得てから行

うようにお願いいたします。 

最初に「議第５９号 令和５年度羽島市水道事業会計補正予

算（第１号）」を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方は、ご発言を願います。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言を願いま

す。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第５９号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第５９号は原案の通り可決すること

に決しました。 

次に、議第６０号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言を願います。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方がご発言を願いま

す。 

 

（討論なし） 
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討論を終わります。 

採決を行います。議第６０号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第６０号は議案の原案の通り可決す

ることに決しました。 

次に、議第６２号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言を願います。 

 

議案書９２ページの議第６２号 市道路線の変更について

お伺いいたします。足近町７丁目３８号線の変更は、橋梁の

点検で、劣化による撤去とのことでありましたが、過去の点

検で橋梁が撤去された事例はあるのかお聞かせください。 

 

お答えします。平成２６年に義務化された橋梁点検により、

緊急措置段階と判断され、撤去された橋梁は今回が初めてで

ございます。以上です。 

 

現時点で、橋梁点検の結果、撤去される予定の橋梁はあり

ますかお聞かせください。 

 

橋梁点検により、劣化が著しく、緊急対応が必要と判断さ

れ、通行規制を行っている橋梁が現在、２橋あります。うち、

１橋につきましては今年度に撤去する予定となっておりま

す。残りの１橋につきましても、現在は車両通行止めの規制

を行っておりますが、来年度以降に撤去する方針としており

ます。以上です。 

 

今、２橋撤去の予定というお話でしたが、近隣住民の周知

はどのように考えてみえるのかお聞かせください。 

 

お答えします。平成２７年、令和２年に緊急措置段階と判

断された２橋につきましては、近隣住民への戸別説明及び地

元自治委員への説明と回覧により周知を図り、現在、通行規

制を行っております。撤去の際にも、同様に地元への周知及

びご理解をお願いしてまいります。 

 

今の議案書９２ページ、市道路線の変更についてでござい

ますが、今回の市道路線の変更理由は橋梁撤去のためと聞き
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ますが、この橋梁の撤去のための判断基準ついてお示しくだ

さい。 

 

岐阜県橋梁点検マニュアルに基づき、健全性を診断した結

果、構造物の機能に支障が生じ、緊急に措置を講ずべき状態

と判定されたため、撤去したものでございます。以上です。 

 

その他ございませんか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言を願いま

す。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第６２号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第６２号は原案の通り可決すること

に決しました。 

次に、議第６３号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言を願います。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言を願います。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第６３号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 
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ご異議なしと認め、議第６３号は原案の通り可決すること

に決しました。 

以上で本委員会に付託されました案件の審査は全て終了い

たしました。これをもちまして、建設産業建設委員会を終了

いたします。なお、委員長報告についてはご一任願います。

本日は大変ご苦労様でございました。 

 

【委員会終了＝午前１０時０３分】 

 


